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○ 埼玉県県民活動総合センターの指定管理者の指定（共助社会づくり課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除（水環境課） 
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○ 熊谷スポーツ文化公園の指定管理者の指定（公園スタジアム課） 

○ 埼玉スタジアム２００２公園の指定管理者の指定（公園スタジアム課） 

○ さいたま文学館の指定管理者の指定（文化資源課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
県
民
活
動
総
合
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
い
き
い
き
埼
玉 

 
 

埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
内
宿
台
六
丁
目
二
十
六
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
三
十
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
新
座
市
新
塚
五
千
六
十
一
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有 

 

害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

四 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 



 

別図 

形質変更時要届出区域の指定を解除する区域 

（鉛及びその化合物、土壌溶出量・含有量） 

形質変更時要届出区域の指定を解除する区域 

（鉛及びその化合物、土壌含有量） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
立
児
童
養
護
施
設
い
わ
つ
き
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福
祉
事
業
団 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
古
里
千
八
百
四
十
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
一
丁
目
七
番
地
五 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
号 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日

ま
で
に
埼
玉
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

 
 

        

関
根 

栄
治 

関
口 

弘
幸 

嶋
村 

貴
大 

合
同
会
社
小
川
農

園 合
同
会
社
い
ろ
な 

柿
沼 

克
男 

氏
名
又
は
名
称 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
新
道
下
三
百
十

二
番
一
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
外
柵
見
七
十
八

番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
上
六
百
八
十
五

番
一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
中
種

足
三
千
八
百
十
七
番 

埼
玉
県
加
須
市
根
古

屋
字
向
沼
五
百
八
十

九
番
一
ほ
か
十
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
柳
生

字
庚
塚
千
二
百
五
十

三
番
一
ほ
か
三
筆 

所 
在 

地 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

六
、
〇
九
七 

五
、
七
七
七 

五
、
五
五
二 

六
、
五
九
九 

一
三
、
四
二
〇 

一
、
八
四
四 

面
積
（
平
方 

メ
ー
ト
ル
） 



 
 

           

梅
澤 

功 

飯
野 

作
壽 

有
限
会
社
早
川
農

場 山
口 

茂
男 

中
森
農
産
株
式
会

社 遠
井 

勝 

遠
井 

修
一 

遠
井 

明 

綱
川 

み
つ
江 

綱
川 
晃 

竹
内 

信
雄 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町 埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
加
須
市 

埼
玉
県
深
谷
市
畠
山

字
荒
屋
敷
八
百
九
十

七
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
畠
山

字
如
意
四
百
四
十
七

番
一 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
五
百
三
番
ほ

か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
新
道
下
三
百
二

十
五
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
阿
佐

間
字
芝
二
十
五
番
ほ

か
二
百
四
十
筆 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
内
柵
見
百
六
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
内
柵
見
百
九
十

三
番 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
外
柵
見
五
十
五

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
新
道
上
六
百
四

十
六
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
内
柵
見
二
百
八

十
番 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
字
内
柵
見
百
四
十

五
番
ほ
か
一
筆 

三
、
一
六
一 

一
、
九
六
八 

一
、
八
二
四 

九
七
九 

二
七
二
、
八
一
九 

一
、
九
九
七 

五
六
一 

一
、
八
〇
六 

九
〇
五 

四
七
一 

一
、
一
五
八 



 

           

原 

力 

萩
原 

務 

農
事
組
合
法
人
ト

ー
ワ
フ
ァ
ー
ム 

嶋
田 

忠
夫 

河
野 

和
功 

河
田 

安
雄 

川
田 

孝
雄 

株
式
会
社
ヨ
シ
ミ

ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス 

株
式
会
社
マ
ル
チ

フ
ァ
ー
ム 

株
式
会
社
菜
根
譚

農
園 

株
式
会
社
グ
リ
ー

ネ
ス
ト
フ
ァ
ー
ム 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
熊
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市
畠
山

字
馬
場
千
八
百
九
十

一
番
一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
新
戒

字
株
木
千
三
百
十
番 

埼
玉
県
深
谷
市
畠
山

字
五
ケ
所
七
百
五
十

七
番
一
ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
新
戒

字
稲
荷
木
千
六
百
三

十
二
番
一 

埼
玉
県
深
谷
市
本
田

字
山
ノ
腰
三
千
八
百

七
十
一
番
一 

埼
玉
県
深
谷
市
中
瀬

字
前
川
原
五
十
五
番

一 埼
玉
県
深
谷
市
成
塚

字
堂
前
五
百
六
番
一 

埼
玉
県
深
谷
市
畠
山

字
荒
屋
敷
八
百
六
十

八
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
新
戒

字
飯
玉
五
百
八
十
二

番
二
ほ
か
二
十
七
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
新
戒

字
富
士
見
百
五
十
番

一
ほ
か
十
四
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
新
戒

字
飯
玉
五
百
七
十
二

番
三
ほ
か
二
筆 

九
、
五
〇
一 

八
〇
四 

一
四
、
二
二
一 

五
〇
四 

二
、
二
八
九 

一
、
一
五
三 

一
、
三
六
〇 

二
、
九
八
八 

二
四
、
二
四
六 

一
六
、
三
四
五 

一
、
六
一
二 



 
 

           

浅
見 

哲
也 

株
式
会
社
い
る
ま

野
ア
グ
リ 

大
河
内 

基
行 

イ
オ
ン
ア
グ
リ
創

造
株
式
会
社 

有
限
会
社
神
扇
農

業
機
械
化
セ
ン
タ

ー 原 

伸
一 

株
式
会
社
い
る
ま

野
ア
グ
リ 

有
限
会
社
ワ
ー
ル

ド
フ
ァ
ー
ム 

村
岡 

正
雄 

マ
ル
コ
ー
フ
ー
ズ

株
式
会
社 

福
島 

敏
男 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
富
士
見
市 

埼
玉
県
川
越
市 

千
葉
県
千
葉
市 

埼
玉
県
幸
手
市 

埼
玉
県
坂
戸
市 

埼
玉
県
富
士
見
市 

茨
城
県
つ
く
ば
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
深
谷
市 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
中
山
字
六
地

蔵
五
百
七
十
八
番
一

ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
日
高
市
大
字

馬
引
沢
字
北
ノ
原
六

十
一
番
一
ほ
か
十
六

筆 埼
玉
県
日
高
市
大
字

高
萩
字
六
反
田
八
百

二
十
七
番
ほ
か
十
六

筆 埼
玉
県
日
高
市
大
字

田
波
目
字
道
下
二
十

三
番
三
ほ
か
三
十
一

筆 埼
玉
県
幸
手
市
大
字

神
扇
字
八
反
割
一
番

一
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字

赤
尾
字
舛
田
七
番
ほ

か
三
百
三
十
六
筆 

埼
玉
県
富
士
見
市
大

字
下
南
畑
字
八
幡
脇

千
八
十
三
番
一
ほ
か

十
四
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
畠
山

字
箱
崎
二
百
二
番 

埼
玉
県
深
谷
市
新
戒

字
若
宮
七
百
七
十
八

番
二 

埼
玉
県
深
谷
市
本
田

字
春
日
丘
七
千
二
十

四
番
一
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
深
谷
市
新
戒

字
宮
西
三
百
十
九
番

一 

九
、
三
六
一 

二
二
、
九
七
七 

一
九
、
一
六
二 

三
一
、
五
一
一 

一
三
、
六
六
四 

二
五
〇
、
三
三
二 

八
、
〇
五
四 

二
、
〇
四
七 

一
、
八
五
二 

六
、
一
〇
五 

一
、
〇
二
七 



 
 

           

木
村 

一
男 

神
田 

清 

株
式
会
社
沼
田
フ

ァ
ー
ム 

株
式
会
社
鹿
田
農

場 株
式
会
社
内
野
農

場 小
髙 

秀
明 

大
室 

昭
雄 

大
野 

良
介 

榎
本 

行
男 

内
野 

郁
夫 

石
川 

吉
一 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
東
松
山
市 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
鴻
巣
市 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

曲
り
町
千
百
七
番
一

ほ
か
十
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

家
附
三
番
町
三
百
四

十
二
番
一
ほ
か
百
十

八
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
東
野
二
百
三

十
番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
長
楽
字
菩
提

木
三
百
四
十
番
二
ほ

か
五
十
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

曲
り
町
千
百
九
十
一

番
一
ほ
か
二
十
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
狢
字
前
谷

四
百
十
三
番
二
ほ
か

二
百
四
十
九
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
加
胡
字
深
町

二
十
六
番
一
ほ
か
八

十
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
曲
師
字
浅
間

町
四
百
五
十
二
番
一

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

八
反
町
七
百
四
十
九

番
一
ほ
か
二
十
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

堤
外
八
番
町
千
八
百

八
十
八
番
一
ほ
か
五

十
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
戸
守
字
寿
満

三
百
二
十
三
番
一
ほ

か
一
筆 

八
、
五
三
一 

八
二
、
八
五
二 

三
、
九
六
〇 

四
六
、
〇
七
一 

一
九
、
二
四
〇 

一
八
九
、
五
四
二 

六
八
、
九
一
九 

一
、
八
三
九 

一
九
、
七
七
〇 

三
六
、
八
八
九 

九
三
五 



 
 

           

鈴
木 

晴
三 

杉
山 

進 

清
水 

一
明 

清
水 

一
郎 

坂
本 

勝
男 

小
峯 

宏
幸 

駒
林 

八
平 

駒
林 

隼
人 

駒
林 

宇
平 

小
久
保 
彰 

倉
浪 

永
吉 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
狭
山
市 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

家
附
三
番
町
三
百
五

十
七
番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

家
附
三
番
町
四
百
五

十
七
番
一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
鳥
羽
井
字
鳥

居
百
六
十
七
番
ほ
か

二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

水
深
町
七
百
九
十
六

番
一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
下
小
見
野
字

深
町
五
百
四
十
五
番

ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
紫
竹
字
道
上

二
百
十
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

曲
り
町
千
二
百
三
十

五
番
ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
下
小
見
野
字

ケ
谷
戸
町
四
十
五

番 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
下
小
見
野
字

ケ
谷
戸
百
九
十
四

番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

前
深
町
二
百
三
十
一

番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
下
八
ツ
林
字

榎
町
四
十
五
番
一
ほ

か
七
十
七
筆 

二
、
七
七
一 

二
、
六
一
六 

二
、
八
九
九 

五
、
七
八
一 

九
、
〇
七
二 

一
、
九
八
二 

一
二
、
四
三
六 

三
九
七 

九
五
五 

八
三
五 

四
三
、
五
六
六 



 
 

           

比
留
間 

富
雄 

林 

成
幸 

長
谷
部 

将
久 

野
村 

忠
司 

野
澤 

光
雄 

野
口 

和
利 

長
島 

稔 

利
根
川 

義
治 

遠
山 

勝
元 

滝
瀬 

節
雄 

染
谷 

勇
一 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
鳥
羽
井
新
田

字
加
胡
前
四
百
三
十

三
番
一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
小
見
野
七
十

三
番
ほ
か
二
百
六
十

六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
牛
ケ
谷
戸
字

姥
作
百
六
十
六
番
一

ほ
か
九
十
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

家
附
一
番
町
八
十
番

一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
北
園
部
字
東

内
袋
百
三
十
二
番
一

ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
東
部
二
百
七

十
六
番 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
谷
中
字
重
代

町
百
四
十
一
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
戸
守
字
喜
多

五
百
七
十
七
番
一
ほ

か
二
十
九
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
伊
草
字
下
川

袋
町
八
百
七
十
二
番

一
ほ
か
五
十
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

水
深
町
八
百
三
十
二

番
二
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
加
胡
字
深
町

四
十
八
番
ほ
か
百
八

筆 

五
、
六
三
二 

二
一
〇
、
〇
七
一 

七
四
、
八
六
三 

一
、
九
八
一 

九
、
二
二
〇 

六
〇
五 

九
五
五 

一
五
、
〇
九
七 

二
九
、
七
四
九 

一
、
三
三
〇 

八
一
、
八
五
八 



 
 

           

横
川 

二
三
男 

横
川 

博
一 

横
川 

稔
一 

横
川 

進 

矢
部 

義
一 

安
野 

治
作 

矢
内 

光
秋 

丸
山 

祐
市 

降
田 

寅
二 

二
松 
正
憲 

藤
森 

力 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

水
深
町
七
百
五
十
七

番
三
ほ
か
十
九
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

前
深
町
二
百
九
十
七

番
一
ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

八
反
町
七
百
三
十
九

番
一
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
虫
塚
字
谷
中

前
町
百
七
十
二
番
一

ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
平
沼
字
新
田

前
二
百
八
十
五
番
一

ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
吹
塚
字
向
田

七
百
二
十
七
番
二 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
下
狢
字
堀
北

四
百
二
十
九
番
一
ほ

か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
吹
塚
字
鶴
巻

五
百
二
十
四
番
一
ほ

か
七
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
梅
ノ
木
字
薬

師
面
町
百
四
番
一
ほ

か
六
十
七
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
正
直
字
下
郷

二
百
三
十
番
一
ほ
か

三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
表
字
東
道
内

百
五
十
五
番
二 

一
五
、
〇
三
三 

一
一
、
〇
八
六 

八
、
二
三
〇 

四
、
四
七
二 

四
、
七
五
一 

四
九
五 

四
、
四
一
七 

五
、
二
三
八 

四
三
、
七
二
一 

三
、
七
八
七 

二
九
四 



 
 

           

勝
田 

ひ
ろ
子 

勝
田 

正 

恩
田 

明 

小
髙 

理
男 

荻
野 

勇 

大
室 

禎
三 

大
久
保 

紀
雄 

石
井 

久
雄 

青
木 

幸
雄 

横
川 
通
夫 

横
川 

昌
弘 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
柳

町
二
千
百
六
十
一
番

ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
横

リ
二
千
九
十
一
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
前
河
内
字
裏

通
百
三
十
七
番
一
ほ

か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
仮

名
田
二
千
四
百
八
十

二
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
惣

下
田
町
千
九
百
二
十

八
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
沖
田

百
八
十
一
番
一
ほ
か

五
十
九
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
横

リ
二
千
百
五
番
一

ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
四

登
リ
二
千
六
百
三
十

番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
田

中
町
二
千
五
百
六
十

番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
上
小
見
野
字

水
深
町
八
百
番
一
ほ

か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島

町
大
字
鳥
羽
井
字
鳥

居
百
六
十
三
番
ほ
か

三
筆 

三
、
二
九
九 

五
五
五 

二
、
六
六
〇 

四
〇
九 

四
、
一
八
二 

四
三
、
二
三
二 

一
、
六
八
二 

二
三
六 

五
四
二 

二
、
五
二
〇 

三
、
九
六
四 



 
 

           

長
澤 

之
幸 

田
中 

治
夫 

鈴
木 

岑
一
郎 

島
村 

義
秋 

島
田 

悦
和 

島
田 

要
一 

島
田 

佳
一
郎 

砂
生 

治
吉 

栗
林 

一
之 

株
式
会
社
横
田
農

園 勝
田 

文
子 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
五

反
田
二
千
二
百
三
十

八
番
ほ
か
十
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
惣

下
田
町
二
千
三
十
二

番
ほ
か
二
十
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
東

三
町
二
千
七
百
三
十

二
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
惣

下
田
町
千
九
百
三
十

六
番
ほ
か
二
十
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
新

屋
敷
二
千
五
百
三
十

二
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
八

反
町
二
千
三
百
八
十

四
番
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
惣

下
田
町
千
九
百
三
十

三
番
ほ
か
八
十
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
輝
羅

百
二
十
六
番
一
ほ
か

五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
四

登
リ
二
千
六
百
二
十

五
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
上
銀
谷
字
下

前
二
百
三
十
三
番
五

ほ
か
七
十
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
柳

町
二
千
百
九
十
一
番

ほ
か
二
筆 

九
、
二
九
四 

一
八
、
九
七
三 

五
七
〇 

一
八
、
二
八
二 

四
五
六 

五
、
七
六
三 

六
六
、
一
九
六 

四
、
五
九
七 

五
一
九 

六
〇
、
七
二
七 

三
、
四
二
七 



 
 

           

松
本 

忠
一
郎 

松
本 

眞
一 

降
田 

淳
二 

福
田 

秋
男 

平
井 

倉
吉 

野
本 

金
生 

長
嶋 

博
道 

長
島 

博 

長
島 

利
行 

長
島 
壯
司 

長
島 

覚
十
郎 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
横

リ
二
千
百
六
番
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
惣

下
田
町
千
九
百
三
十

二
番
ほ
か
六
十
八
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
五

反
田
二
千
二
百
三
十

一
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
東

三
町
二
千
七
百
三
十

七
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
惣

下
田
町
千
九
百
五
十

五
番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
東

三
町
二
千
七
百
三
十

三
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
惣

下
田
町
千
九
百
九
十

五
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
上
西

浦
四
百
八
十
七
番
一

ほ
か
四
十
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
金
田

四
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
四

登
リ
二
千
六
百
三
十

一
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
金
田

十
番
一
ほ
か
百
九
十

三
筆 

八
八
八 

五
二
、
二
六
二 

六
〇
四 

一
六
八 

四
、
六
五
五 

七
七
三 

三
九
六 

三
一
、
六
八
七 

四
、
四
六
三 

二
四
三 

一
五
七
、
二
一
九 



 
 

           

吉
野 

茂
夫 

吉
野 

茂
男 

吉
澤 

政
宏 

吉
澤 

健
司 

横
田 

芳
之 

横
田 

清
作 

安
野 

敏
雄 

安
野 

定
男 

森
田 

義
政 

南 

正
子 

松
本 

昌
文 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
東
松
山
市 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 埼
玉
県
東
松
山
市 

埼
玉
県
東
松
山
市 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
西

三
丁
二
千
七
百
六
十

三
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
八

反
町
二
千
三
百
六
十

八
番
二
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
田

中
町
二
千
五
百
六
十

九
番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
宿

北
九
百
八
十
七
番
一 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
南

沖
田
二
千
六
十
三
番

一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
新

屋
敷
二
千
五
百
十
六

番
一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
宿

北
九
百
七
十
二
番
ほ

か
八
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
南

沖
田
二
千
七
十
四
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
西
吉
見
八
十

四
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
大
串
字
輝
羅

百
四
十
四
番 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
西

三
丁
二
千
八
百
十
五

番
一 

五
六
九 

二
、
五
八
〇 

一
、
五
八
八 

三
二
八 

一
、
七
〇
〇 

一
、
九
三
七 

三
、
一
四
三 

一
、
三
四
二 

六
、
七
四
一 

二
六
一 

五
四
二 



二 

申
請
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日
ま
で 

五 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

  

金
子 
勝
彦 

吉
野 

晃
行 

埼
玉
県
比
企
郡
と
き

が
わ
町 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山

町
大
字
高
野
倉
字
川

端
百
五
十
番
二
ほ
か

二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見

町
大
字
久
保
田
字
五

反
田
二
千
二
百
九
番

一 

三
、
七
三
五 

一
、
一
四
二 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
一
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
県
種
苗
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
社
団
法
人
埼
玉
県
農
林
公
社 

 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
真
名
板
千
九
百
七
十
五
番
一 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
二
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

株
式
会
社
さ
い
た
ま
ア
リ
ー
ナ 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
八
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

東
松
山
都
市
計
画
区
域
区
分 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

嵐
山
町
大
字
勝
田
の
一
部 

 

ロ 

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

な
し 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
、
東
松
山
市
都
市
整 

 

 

備
部
都
市
計
画
課
、
嵐
山
町
ま
ち
づ
く
り
整
備
課
、
滑
川
町
建
設
課
、
吉
見
町
ま
ち
整
備
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

幸
手
都
市
計
画
区
域
区
分 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

宮
代
町
大
字
和
戸
、
大
字
国
納
の
各
一
部 

 

ロ 

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

な
し 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
、
幸
手
市
建
設
経
済
部 

 

 

都
市
計
画
課
、
宮
代
町
ま
ち
づ
く
り
建
設
課
、
杉
戸
町
都
市
施
設
整
備
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
五
号 

 
日
高
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
八
号
で
告
示
し
た
草
加
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

八
潮
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

草
加
都
市
計
画
下
水
道
事
業
八
潮
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
四
十
九
年
九
月
二
十
七
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
八
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百 

 
 

 
 

二
十
五
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県 

 
 

 
 

告
示
第
百
六
十
三
号
、
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
千
八
百
一
号
、
平
成
元
年
埼
玉 

 
 

 
 

県
告
示
第
三
百
六
十
三
号
、
平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
十
一
号
、
平
成
六
年
埼 

 
 

 
 

玉
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
六
号
、
平
成
十
一
年 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
一
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
二
号
、 

 
 

 
 

平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
九
十
七
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五 

 
 

 
 

十
二
号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号
、
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示 

 
 

 
 

第
三
百
九
十
九
号
、
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
六
号
、
平
成
二
十
七
年
埼 

 
 

 
 

玉
県
告
示
第
千
三
百
六
号
及
び
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
五
号
の
事
業
地 

 
 

 
 

に
、
八
潮
市
大
字
大
瀬
字
中
通
、
字
根
郷
及
び
字
下
通
、
大
字
古
新
田
字
西
通
、
字
六 

 
 

 
 

町
田
、
字
出
津
、
字
清
水
田
及
び
字
東
通
並
び
に
大
字
垳
字
野
耕
地
を
加
え
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
七
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
こ
ど
も
動
物
自
然
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
八
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
熊
谷
ス
ポ
ー
ツ
文
化
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
十
九
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
埼
玉
ス
タ
ジ
ア
ム
２
０
０
２
公
園
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
埼
玉
県
公
園
緑
地
協
会 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
高
鼻
町
四
丁
目
百
三
十
番
地 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
号 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
さ
い
た
ま
文
学
館
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
一
月
八
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

桶
川
地
域
文
化
振
興
共
同
事
業
体 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸
町
七
丁
目
十
二
番
四
号 

二 

指
定
の
期
間 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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